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各社会福祉施設・事業所の長 様

埼 玉 県 福 祉 部 長

社会福祉施設等に係る防火安全体制の徹底について

本県の福祉行政の推進につきましては、日ごろご協力いただき御礼を申し上げます。

さて、社会福祉施設等の防災については、日ごろからご留意いただいているところです

が、このたび消防庁が６月７日に「小規模社会福祉施設等の防火対策に係る緊急調査結果

を公表し、６月１０日に「小規模社会福祉施設等に係る緊急調査の結果を踏まえた防火安

全対策の徹底について」通知を発出したことに伴い、厚生労働省から標記についての通知

がありました。

社会福祉施設・事業所におかれては、防火体制の確保及び万一火災が発生した場合の消

火・避難・通報体制の確保等、防火安全対策の更なる徹底を図られますようお願いします。

○総務省消防庁ホームページ 報道発表

「小規模社会福祉施設等の防火対策に係る緊急調査」結果

http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/2206/220607_1houdou/01_houdoushiryou.

pdf

「小規模社会福祉施設等の防火対策に係る緊急調査結果を踏まえた防火安全対策の徹底に

ついて」

http://www.fdma.go.jp/html/data/tuchi2206/pdf/220610_yo260.pdf

担当 障害者自立支援課

施設整備・法人指導担当 平・成中
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